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●博物館実習を受け入れました

●友の会総会を開催しました

●表紙の写真について

●ミニ企画展｢博物館探検Ⅱ｣開催中

●特別展

「一歴史友好都市縁組40周年．３０周年記念一
土庄町と可児市と津山｣を開催します
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●津山藩の目明(めあかし)三巴(みつどもえ)初五郎
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珍博物館実習を受け入れました ト
ピ
ッ
ク
ス

、

７月２４日嗣から８月１日㈱まで、大学生の博物館実習を実施しました。

博物館の学芸員に通るには大学で単位を取得しなければいけませんが、そのなかに、実際

に博物館で、学芸員の業務を実習することも含まれています。当館ではその博物館実習を毎

年受け入れており、今年は鳥取大学と尾道市立大学から各1名の学生が、実習に参加しまし

｡

／

た。約１週間、和綴じ資料-の修復や資料の写真撮影、資料目録作成など'慣れない博物館

業務を学ぶため、汗をかきながら一生懸命、真面目に実習に取り組んでいました。
Ｉ
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、
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和綴じの修復実習

慣れない作業に苦労していました

資料の写真撮影
なかなか思った通りに撮れず、四苦八苦していました、

、
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表紙写真今津屋橋拡大

‐/-珍友の会総会を開催しました
／

一

７月３０日伽、当館研修室にて令和7年度友の会の総

会を開催しました。会員の皆様、今年度もどうぞよろしく

お願いいたします。

友の会会員の募集は随時おこなっていますので、興

味のある方は郷土博物館までお問い合わせください。

詳しくは当館ＨＰ＞友の会に掲載してあります。
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総会の様子
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／’珍表紙の写真について
現在では出来なくなった吉井川への飛び込み風景。当時、今津屋橋上流には遊泳場がありま

ノ

０１した｡背景の津山市八出の桃山に｢優良百貨岡山天満屋｣の看板がみえます｡｢天満屋｣はもと｢天
一満屋呉服店」といい、昭和３年(１９２８）に｢株式会社天満屋」となりました。また、写っている

ｑ今津屋橋は昭和9年の室戸台風で流された木造橋であることから昭和3~9年の風景である二
／ｌとがわかります。
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企画展見学風景

、

、

ＴＳＵＨＡＫＵ２０２５－８Ｎｏ．1距

、‐珍ミニ企画展｢博物館探検、開催中
夏休みにあわせて、今年も「博物館探検｣を開催しています。今回の目玉は３階に展示してい

ます津山市の烏敏図です。これは大正から昭和初期に活躍した烏敵図画家吉田初三郎が昭和

11年(1936）頃の津山周辺を描きました。横約３．４海、縦約1海の大きな作品で、津山城跡を

中心に、衆楽園や美作三湯などが描かれています。１階から３階まで４つの問題を解いていただ

く趣向で、探検の対象は小学生ですが、大人の方も頭をひねる姿が見受けられます。

会期は７月１９日㈹から９月２８日(日)まで。皆さんの挑戦をお待ちしております。
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珍令和7年度特別展

「一歴史友好都市縁組４０周年･３０周年記念一

土庄町と可児市と津山」を開催します
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、

、

、

鋤必

歴史友好都市縁組を結んでいる可児市・土

庄町との関係について、それぞれ津山藩主の森

家と松平家の軌跡から紐解きます。

このほか、森忠政書簡や小早船図、大坂の

陣図などを展示予定です。

会期は10月１８日田から11月２４日(月)までです。
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は
じ
め
に

津
山
藩
の
目
明
に
つ
い
て
は
、
既
に
基
礎
的

分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
『
津
山
市
史
近
世

Ⅱ
」
で
は
、
目
明
が
町
奉
行
の
支
配
下
に
あ
り
、

同
心
組
の
下
に
位
置
す
る
こ
と
、
常
時
三
人
の

目
明
が
任
命
さ
れ
、
内
一
名
が
小
頭
で
あ
っ
た

こ
と
、
あ
く
ま
で
町
人
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
な

ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
①
。

ま
た
、
尾
島
治
氏
は
一
八
世
紀
の
目
明
を
分

析
し
、
目
明
の
職
務
内
容
を
整
理
し
た
う
え
で
、

下
吟
味
口
書
の
作
成
や
、
同
心
を
伴
わ
な
い
単

独
で
の
罪
人
の
追
跡
な
ど
、
一
定
の
権
限
が
存

在
し
た
こ
と
、
目
明
が
同
心
の
業
務
そ
の
も
の

を
補
完
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
そ

の
う
え
で
、
江
戸
の
目
明
が
同
心
に
私
的
に
雇

用
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、
津
山
藩
で

は
形
式
上
藩
か
ら
扶
持
を
支
給
さ
れ
て
お
り
、

藩
役
人
の
末
端
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
江
戸
と
は
異
な
る
津
山
藩
独
自
の

目
明
の
あ
り
方
を
明
確
に
示
し
た
②
。

津
山
藩
の
歴
史
上
、
目
明
は
入
れ
替
わ
り
が

激
し
い
た
め
、
非
常
に
多
く
の
目
明
が
い
た
。

本
稿
で
は
そ
の
な
か
で
も
、
特
に
個
性
的
な
三

巴
初
五
郎
（
以
下
、
初
五
郎
）
に
着
目
し
、
当
時

の
社
会
状
況
や
藩
政
の
特
色
と
関
連
付
け
て
分

析
す
る
。
使
用
す
る
史
料
は
、
津
山
松
平
藩
文

書
（
愛
山
文
庫
）
の
う
ち
「
町
奉
行
日
記
」
で
あ
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三
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初
五
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か
し
み
つ
ど
も
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津
山
藩
の
目
明
一
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一
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２
．
目
明
へ
の
召
し
抱
え

出
奔
し
て
か
ら
音
沙
汰
が
無
か
っ
た
初
五
郎

だ
が
、
三
年
後
の
文
化
一
一
年
（
一
八
○
五
）
一
一
月

六
日
、
突
然
津
山
に
戻
っ
て
く
る
。
藩
は
こ
の

と
き
、
初
五
郎
を
手
鎖
の
う
え
で
組
合
預
け
に

申
し
付
け
、
そ
の
後
五
○
日
の
夫
役
（
強
制
労

働
）
に
申
し
付
け
て
い
る
。
三
年
前
の
博
突
参

集
と
出
奔
に
対
す
る
処
罰
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
初
五
郎
の
帰
津
は
新
魚
町
の
野
田
屋

４

１
．
初
五
郎
の
初
登
場
、
そ
し
て
出
奔

管
見
の
限
り
、
初
五
郎
が
初
め
て
「
町
奉
行

日
記
」
に
登
場
す
る
の
は
、
寛
政
一
二
年
（
一
八

○
○
）
四
月
二
日
条
で
あ
る
。
初
五
郎
は
こ
の

と
き
、
ま
だ
目
明
で
は
な
い
。
史
料
に
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
あ
る
。
三
月
二
七
日
、
初
五
郎
は
新

魚
町
河
原
町
で
行
わ
れ
た
芝
居
興
行
に
お
い
て
、

当
時
の
目
明
を
相
手
取
っ
て
「
難
言
」
に
及
ん
だ

と
い
う
。
「
難
言
」
に
は
、
非
難
の
言
葉
と
い
う

意
味
が
あ
る
③
。
目
明
と
口
論
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
町
奉
行
は
こ
の
出
来
事
を
「
軽

き
場
合
之
も
の
二
而
も
役
人
へ
対
し
て
不
敬
之

至
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
下
級
役
人
と
は
い

え
役
人
で
あ
る
目
明
に
対
し
、
町
人
の
初
五
郎

は
不
敬
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
と
き
初
五
郎
は
別
件
に
よ
り
謹
慎
中
の
身

で
も
あ
り
、
重
ね
重
ね
不
届
き
で
あ
る
と
も
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
初
五
郎
は
手
錠
を
付

け
ら
れ
た
ま
ま
、
一
○
日
間
の
「
追
込
」
（
謹
慎
）

る
。
こ
の
史
料
は
、
長
年
に
わ
た
り
当
館
の
学

芸
員
が
翻
刻
を
進
め
て
い
る
も
の
で
、
本
稿
は

そ
う
し
た
成
果
を
活
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
翻

刻
し
た
も
の
は
現
在
ま
で
に
三
一
冊
が
刊
行
さ

れ
、
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
過
去
の
出
版

分
の
大
部
分
を
閲
覧
で
き
る
。
興
味
が
あ
る
方

は
是
非
ご
一
読
い
た
だ
き
た
い
。

郎
ｌ
「
町
奉
行
日
記
」
の
記
述
か
ら
Ｉ
綱
樺
広
貴

処
分
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
「
町
奉
行
日
記
」

へ
の
初
め
て
の
登
場
は
決
し
て
良
い
も
の
で
は

な
い
・次
の
登
場
は
、
四
年
後
の
文
化
元
年
（
一
一
八

○
四
）
年
二
月
一
八
日
条
で
あ
る
。
「
享
和
三
亥

年
覗
河
原
博
突
二
付
出
奔
新
魚
町
三
シ
巴
初
五

郎
」
と
あ
る
。
記
事
の
前
年
に
あ
た
る
享
和
三

年
（
一
八
○
三
）
に
覗
河
原
（
現
在
の
材
木
町
南

端
）
で
博
変
に
参
集
し
、
逃
げ
て
行
方
を
く
ら

ま
し
た
．
お
そ
ら
く
逮
捕
を
恐
れ
て
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
藩
は
初
五
郎
を
含
め
た
一
一

○
人
を
捜
索
し
た
が
、
際
限
が
な
い
た
め
い
ず

れ
の
者
も
「
除
帳
」
と
い
う
処
分
が
下
る
。
「
除

帳
」
と
は
津
山
藩
領
の
領
民
と
し
て
登
録
さ
れ

て
い
る
帳
簿
か
ら
除
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

初
五
郎
は
こ
の
と
き
津
山
藩
領
の
領
民
で
は
な

く
な
っ
た
。



声
「
ノ
か
。
次
に
、
初
五
郎
の
目
明
と
し
て
の
召
し
抱
え

の
過
程
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
初
五
郎
が
帰
津

し
、
夫
役
五
○
日
が
明
け
た
の
は
文
化
二
年
四

月
二
四
日
で
あ
る
。
そ
の
約
五
ヶ
月
後
の
同
年

閏
八
月
一
一
日
に
は
、
盗
人
嘉
平
を
初
五
郎
宅

へ
連
れ
帰
っ
た
１
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
目
明
は

召
し
捕
ら
え
た
者
を
自
宅
へ
連
れ
帰
り
、
事
前

の
尋
問
な
ど
を
行
っ
た
。
よ
っ
て
こ
の
１
と
き
、

初
五
郎
は
目
明
に
類
す
る
職
務
に
従
事
し
て
い

た
こ
‐
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
文
化
四
年
三
月

二
六
日
条
に
は
「
去
丑
（
文
化
二
年
）
十
一
月
目

明
頭
役
申
付
置
」
，
と
あ
り
、
一
一
月
に
は
目
明

頭
に
な
っ
て
い
る
こ
‐
と
が
分
か
る
。
初
五
郎
は
、

夫
役
を
解
か
れ
て
、
五
ヶ
月
後
に
は
目
明
に
類

す
る
職
務
に
従
事
し
、
七
ヶ
月
後
に
は
目
明
頭

を
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
目
明

頭
，
と
は
、
数
人
の
目
明
の
な
か
か
ら
一
名
が
任

命
さ
れ
る
小
頭
で
あ
り
、
こ
の
‐
と
き
も
既
に
小

文
字
屋
多
兵
衛
が
目
明
頭
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
初
五
郎
は
目
明
頭
１
と
な
り
、

異
例
の
小
頭
二
名
体
制
１
と
な
っ
た
。

出
奔
前
か
ら
素
行
不
良
で
、
な
お
か
つ
直
前

ま
で
処
罰
を
う
け
て
い
た
初
五
郎
が
、
こ
う
し

た
異
例
の
人
事
に
よ
っ
て
目
明
頭
，
と
な
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
「
毒
を
以
て
毒
を
制

す
」
，
と
い
う
よ
う
な
、
特
殊
な
役
割
を
期
待
さ

れ
て
い
た
こ
‐
と
が
推
察
可
能
で
あ
ろ
う
。
一
八

世
紀
後
半
以
後
、
盗
賊
や
無
宿
人
が
全
国
的
な

問
題
１
と
な
ｈ
／
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
人
足
寄
場
の

設
置
や
関
東
取
締
出
役
の
創
設
な
ど
は
関
東
一

Ｔ富ｌＩＨＡＫＩｌ

３
．
盗
賊
佐
平
の
捕
縛
一
件

こ
こ
で
は
、
初
五
郎
が
活
躍
し
た
ひ
と
つ
の

事
件
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
文
政
元
年
（
一
八

一
八
）
ま
で
、
久
世
（
真
庭
市
久
世
）
に
は
幕
府

領
を
支
配
す
る
幕
府
代
官
所
が
置
か
れ
て
い
た
。

文
化
三
年
二
月
五
日
の
記
事
に
よ
る
と
、
久
世

代
官
所
の
目
明
よ
り
、
津
山
藩
の
目
明
頭
宛
に

書
状
が
届
い
た
。
書
状
は
、
こ
れ
ま
で
（
捜
索
を
）

依
頼
さ
れ
て
い
た
盗
賊
の
心
当
た
り
が
久
世
山

方
に
あ
り
、
早
々
に
久
世
ま
で
来
る
よ
う
に
、

と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
初
五

郎
は
手
下
を
連
れ
て
久
世
へ
向
か
っ
た
。
こ
の

盗
賊
と
い
う
の
は
、
去
年
内
山
下
へ
忍
び
込
ん

だ
盗
賊
で
あ
り
、
佐
平
と
い
う
名
で
あ
る
。
お

昏
承
沙
症
侭
諺

一一居、三二一．＝弓
＝

一言画

戸＝＝禿一一両

一 一

円
の
治
安
維
持
政
策
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
津
山
で
も
同
様
に
問
題
と
な
っ

て
お
り
、
相
次
い
で
盗
賊
・
無
宿
人
を
取
り
締

ま
る
法
令
が
領
内
に
出
さ
れ
て
い
る
⑤
。
こ
の
後
、

城
下
町
の
取
り
締
ま
り
に
初
五
郎
も
活
躍
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

孫
三
郎
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。
出
奔
前
に
初

五
郎
が
借
屋
し
て
い
た
の
が
野
田
屋
で
あ
っ
た
。

こ
の
野
田
屋
の
屋
敷
は
天
明
元
年
頃
作
成
と
さ

れ
る
家
割
図
か
ら
確
認
で
き
る
④
。
左
の
【
図
①
】

が
そ
の
該
当
部
分
で
あ
る
。
時
期
の
ズ
レ
は
あ

る
が
、
新
魚
町
に
野
田
屋
孫
三
郎
の
所
持
し
た

物
件
は
四
軒
あ
る
（
図
中
の
黄
①
～
④
）
。
現
在

の
ア
ル
ネ
津
山
が
あ
る
場
所
の
南
側
の
筋
に
初

五
郎
が
借
屋
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の

う
ち
③
以
外
は
「
野
田
屋
孫
三
郎
持
」
と
あ
り
、

③
は
「
持
」
が
付
か
な
い
。
よ
っ
て
、
③
は
本
宅

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
初
五
郎
は
①
②
④
の

い
ず
れ
か
に
借
屋
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ【図①】
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そ
ら
く
、
佐
平
の
逃
亡
後
、
情
報
の
共
有
を
目

明
同
士
で
領
地
を
越
え
て
依
頼
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
初
五
郎
は
情
報
を
頼
り
に

湯
原
あ
た
り
で
佐
平
を
発
見
し
召
し
捕
ら
え
た
。

佐
平
は
良
い
脇
差
を
所
持
し
て
い
た
が
、
残
り

の
盗
品
は
質
入
れ
し
て
い
た
、
と
あ
る
。
そ
の

後
、
佐
平
を
目
木
村
（
真
庭
市
目
木
）
近
辺
で
一

度
取
り
逃
が
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
山
中

に
逃
げ
込
ん
だ
佐
平
を
、
手
下
が
出
払
っ
て
い

た
た
め
初
五
郎
本
人
が
再
び
召
し
捕
ら
え
た
、

と
あ
る
。
以
上
が
佐
平
召
し
捕
ら
え
の
顛
末
で

あ
る
。
内
山
下
と
は
津
山
城
内
堀
の
内
側
を
指

す
【
図
②
】
、
こ
の
場
所
は
、
藩
主
一
門
や
重
臣

の
屋
敷
、
米
蔵
や
厩
な
ど
が
密
集
し
て
お
り
、

城
を
含
め
藩
の
中
枢
と
い
え
る
場
所
で
あ
る
。

ま
た
、
内
堀
に
よ
っ
て
城
下
と
区
切
ら
れ
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
周
囲
の
武
家
地
や
町
人
地
と

隔
絶
さ
れ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
場
所
に
盗

み
に
入
り
逃
亡
し
た
盗
賊
佐
平
は
藩
に
と
っ
て

大
罪
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
初
五
郎
は
、
幕

府
領
の
目
明
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
し
て
お
り
、

久
世
の
山
中
に
逃
亡
し
て
い
た
佐
平
を
見
事
発

見
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
初
五
郎
本
人
が
盗
賊

を
捕
縛
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
腕
っ
節
の
良
さ

も
垣
間
見
え
る
。
史
料
の
最
後
に
は
、
佐
平
を

捕
縛
し
て
連
れ
帰
っ
た
初
五
郎
に
対
し
、
「
骨
折

候
段
及
賞
詞
」
と
記
し
て
お
り
、
そ
の
功
労
を

褒
め
称
え
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
方
、
や
は
り
素
行
面
に
は
不
安
が
あ
っ
た
。

佐
平
を
見
事
に
捕
ら
え
た
一
○
か
月
後
の
文
化

三
年
一
一
一
月
、
目
明
頭
の
両
人
を
退
役
と
す
る

か
否
か
、
議
論
が
巻
き
起
こ
る
。
そ
の
理
由
は

博
変
に
つ
い
て
「
風
聞
不
宜
」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
結
果
、
両
人
は
「
叱
り
」
の
処
分
と
す

る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
「
叱
り
」
は
口
頭
で
の

注
意
で
あ
り
、
最
も
軽
い
処
分
に
落
ち
着
い
た
。

そ
の
理
由
は
、
両
人
は
「
盗
賊
方
二
者
用
立
候
も

の
」
、
つ
ま
り
は
盗
賊
の
取
り
締
ま
り
に
役
立
つ

者
で
あ
り
、
跡
役
も
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
処
分
理
由
か
ら
は
、
こ
の
時
期
の
目

明
頭
が
、
容
易
に
代
え
が
き
か
な
い
存
在
で
あ

り
、
盗
賊
の
問
題
解
決
に
重
宝
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
と
は
い
え
、
や
は
り
品
行
方
正

と
は
い
か
な
い
人
物
で
も
あ
っ
た
。

４
．
初
五
郎
の
あ
れ
こ
れ

こ
こ
で
は
、
目
明
で
は
な
く
町
人
と
し
て
の

初
五
郎
に
つ
い
て
、
様
々
な
点
か
ら
検
討
し
た

い
・

三
巴
の
由
縁
文
化
三
年
四
月
二
八
日
、
町

ｆ
一

一
一
Ｉ
ｑ

毎
デ
再
』
Ｄ
ｅ
９
Ｒ
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奉
行
は
上
役
の
大
目
付
か
ら
目
明
頭
の
「
着
服
」

に
つ
い
て
内
々
の
指
示
を
受
け
、
目
明
頭
へ
申

し
付
け
た
。
そ
の
内
容
は
「
目
立
候
着
服
不
相

成
候
段
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、

目
明
頭
の
派
手
な
衣
類
の
禁
止
で
あ
る
。
目
明

頭
は
こ
の
と
き
小
文
字
屋
多
兵
衛
と
初
五
郎
の

二
名
で
あ
る
が
、
ふ
た
り
若
し
く
は
ど
ち
ら
か

一
方
が
派
手
な
衣
類
を
着
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

初
五
郎
は
「
河
本
屋
」
を
名
乗
っ
て
お
り
、
「
三

巴
」
は
異
名
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
河
本
屋
初

五
郎
と
呼
称
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
異
名

は
派
手
な
着
服
、
つ
ま
り
は
三
巴
の
絵
柄
の
衣

類
を
着
用
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
付
け
ら
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

相
撲
興
行
と
旅
篭
屋
経
営
文
化
三
年
八
月

七
日
、
初
五
郎
は
徳
守
宮
に
対
し
て
「
心
願
」
が

あ
る
と
い
う
理
由
で
、
境
内
で
の
花
相
撲
興
行

の
開
催
を
町
奉
行
所
に
願
い
出
て
い
る
。
こ
の

願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ
、
実
際
に
相
撲
興
行
が

行
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
す
で
に
目
明
頭
と
な
っ

て
い
た
が
、
相
撲
の
興
行
主
と
な
っ
て
い
た
。

加
え
て
、
同
年
二
月
一
七
日
、
自
身
が
所
持
し

て
い
た
旅
篭
屋
株
を
、
目
明
頭
の
在
任
中
に
限

り
伏
見
町
の
借
屋
人
藤
屋
平
三
郎
に
貸
し
渡
し

て
い
る
。
目
明
頭
の
職
務
が
あ
る
た
め
貸
し
渡

し
て
い
る
が
、
本
来
は
旅
篭
経
営
も
行
っ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
同
年
一
一
月
一
九

日
に
は
双
方
の
合
意
の
も
と
で
旅
篭
屋
株
を
取

り
一
戻
し
て
い
る
①
。

借
用
金
の
滞
納
文
化
三
年
八
月
五
日
、
原

村
の
百
姓
佐
七
が
、
初
五
郎
が
拝
借
銀
を
滞
納

鍬
R夕

６

ｑ
Ｐ

【図②】
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５
．
出
奔
と
捕
縛

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
初
五
郎
は
素
行

面
を
問
題
視
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
働
き
ぶ
り
か

ら
、
大
目
に
み
ら
れ
て
い
た
節
が
あ
る
。
し
か

し
、
文
化
四
年
三
月
二
五
日
、
つ
い
に
藩
は
初

五
郎
を
取
り
締
ま
る
。
誕
生
寺
で
の
博
変
に
参

会
し
た
と
し
て
初
五
郎
を
含
め
四
人
の
者
を
取

り
締
ま
っ
た
。
翌
二
六
日
、
初
五
郎
は
処
罰
が

下
る
ま
で
の
間
、
ひ
と
ま
ず
「
組
合
預
」
が
申
し

付
け
ら
れ
、
同
町
の
者
の
も
と
で
謹
慎
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
同
日
、
初
五
郎
は
謹
慎
中
で
あ

繍憤2025.8N･'2５
『両
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し
た
と
し
て
出
訴
し
て
い
る
。
佐
七
日
く
、
寛

政
一
二
年
（
一
八
○
○
）
三
月
金
毘
羅
宮
の
参
詣

の
際
に
、
銀
六
八
匁
を
貸
し
渡
し
た
⑦
。
し
か
し

其
後
返
済
は
な
く
享
和
三
年
（
一
八
○
一
一
一
）
七
月

に
催
促
し
た
と
こ
ろ
、
銀
札
三
○
匁
を
返
済
し

た
と
い
う
。
そ
の
後
さ
ら
に
返
済
は
滞
り
、
元

金
と
利
息
で
銀
一
七
○
匁
余
が
未
返
済
で
あ
る

た
め
、
返
済
を
求
め
て
出
訴
し
た
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
原
村
は
津
山
藩
領
で

は
な
く
幕
府
領
で
あ
っ
た
た
め
、
佐
七
は
幕
府

代
官
の
手
代
二
名
の
添
簡
も
持
参
し
て
い
る
。

こ
の
添
簡
の
存
在
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

町
奉
行
は
早
急
な
対
応
を
見
せ
、
翌
日
六
日
に

は
初
五
郎
と
佐
七
を
呼
び
出
し
、
早
期
の
返
済

を
申
し
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
七
日
に
は
全
額

返
済
さ
れ
た
と
町
奉
行
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

再
三
の
催
促
に
も
関
わ
ら
ず
拝
借
銀
を
五
年
余

り
滞
納
し
た
こ
と
か
ら
、
初
五
郎
の
役
人
ら
し

か
ら
ぬ
性
格
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

り
な
が
ら
、
病
を
理
由
と
し
て
目
明
の
解
任
を

願
っ
て
い
る
。
こ
の
願
い
に
対
し
町
奉
行
は
、

初
五
郎
は
そ
も
そ
も
風
聞
が
悪
く
、
「
組
合
預
」

を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
う
い
っ

た
こ
と
も
あ
る
た
め
早
々
に
解
任
す
べ
き
で
あ

る
、
と
す
る
。

こ
う
し
て
、
藩
内
で
目
明
解
任
が
議
論
さ
れ

始
め
る
な
か
、
翌
二
七
日
夜
、
初
五
郎
は
再
び

出
奔
す
る
③
。
町
奉
行
が
上
役
か
ら
初
五
郎
の
解

任
を
申
付
け
ら
れ
た
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

町
奉
行
は
厳
し
く
追
跡
す
る
よ
う
申
し
付
け
て

い
る
。初
五
郎
の
足
取
り
が
分
か
る
の
は
、
出
奔
か

ら
約
八
○
日
後
の
こ
と
で
あ
る
。
同
年
六
月
一

六
日
、
町
奉
行
は
初
五
郎
の
妹
葺
が
湯
郷
出
身

の
者
で
、
倉
敷
村
（
現
在
の
林
野
）
の
者
へ
借
屋

し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
初
五
郎

の
妻
が
居
る
こ
と
を
聞
き
、
妻
を
捕
ら
え
て
津

山
へ
連
れ
帰
ら
せ
た
。
こ
の
と
き
、
初
五
郎
本

人
の
姿
は
な
か
っ
た
が
、
後
の
一
○
月
七
日
に

初
五
郎
は
や
は
り
倉
敷
村
に
居
る
こ
と
が
知
れ
、

捕
縛
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
大
年
寄
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
初
五

郎
は
病
気
で
あ
り
少
し
快
気
さ
せ
て
か
ら
九
日

に
津
山
へ
連
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
津
山

に
お
い
て
は
、
手
錠
の
ま
ま
「
組
合
預
」
と
さ
れ

る
。
具
体
的
な
処
罰
に
つ
い
て
は
、
下
さ
れ
る

ま
で
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
。
処
罰
の
議
論
が

ま
さ
れ
る
の
は
翌
年
五
月
二
六
日
で
あ
る
。
町

奉
行
は
初
五
郎
を
宥
免
し
て
は
「
町
中
害
」
に
も

な
る
た
め
、
し
ば
ら
く
牢
舎
に
申
し
付
け
ら
れ

お
わ
り
に

以
上
、
目
明
頭
三
巴
初
五
郎
に
つ
い
て
、
「
町

奉
行
日
記
」
に
登
場
す
る
記
事
か
ら
そ
の
半
生

を
紹
介
し
た
。
最
後
に
、
初
五
郎
の
処
遇
を
通

じ
て
、
町
奉
行
に
よ
る
治
安
維
持
政
策
の
推
移

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

目
明
に
な
る
前
の
初
五
郎
は
町
人
と
し
て
も

問
題
だ
ら
け
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

夫
役
刑
を
終
え
、
わ
ず
か
七
か
月
ほ
ど
で
目
明

頭
に
登
用
さ
れ
る
。
し
か
も
、
目
明
頭
が
二
名

い
る
と
い
う
異
例
の
体
制
で
あ
っ
た
。
こ
の
背

景
に
は
、
盗
賊
問
題
の
頻
発
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
寛
政
一
二
年
一
一
月
に
は
「
盗
賊
沙
汰
」

の
増
加
に
よ
り
、
目
明
の
更
廻
り
（
夜
警
）
が
強

化
さ
れ
た
。
治
安
悪
化
へ
の
対
応
を
目
明
の
職

務
拡
大
に
よ
っ
て
図
っ
た
と
い
え
る
。
同
時
に
、

「
夜
扶
持
」
と
呼
ば
れ
る
更
廻
り
の
特
別
手
当
も

導
入
さ
れ
て
い
る
。
初
五
郎
の
登
用
・
頭
一
一
名

体
制
は
こ
う
し
た
治
安
悪
化
対
策
の
延
長
線
上

に
あ
り
、
「
毒
を
以
て
毒
を
制
す
」
た
め
の
目
明

が
期
待
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

他
方
、
初
五
郎
が
最
後
に
出
奔
し
て
わ
ず
か
一

二
日
後
の
文
化
四
年
四
月
八
日
に
は
、
目
明
に
旅

篭
屋
の
宿
泊
者
一
人
に
つ
き
頭
銭
三
銭
の
徴
収
権

る
べ
き
者
と
聞
い
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
う
え

で
永
牢
（
終
身
刑
）
の
議
論
が
さ
れ
は
じ
め
る
。

結
果
と
し
て
は
、
禁
足
で
謹
慎
が
仰
せ
付
け
ら

れ
る
。
永
牢
は
免
れ
た
が
、
外
出
を
禁
じ
る
禁

足
と
な
り
、
初
五
郎
は
自
由
を
奪
わ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。



⑤
『
津
山
市
史
第
四
巻
近
世
Ⅱ
１
松
平
藩
時
代
Ｉ
』
の
う
ち
「
無

宿
者
の
取
り
締
ま
り
」
（
二
七
五
頁
か
ら
二
七
八
頁
）
。
及
び
、

『
岡
山
県
史
第
二
十
五
巻
津
山
藩
文
書
』
所
収
「
郷
中
御

条
目
二
」
の
う
ち
「
盗
賊
・
放
火
・
殺
害
」
（
六
三
七
頁
～

六
四
九
頁
）
。

TＳＵＨＡＫＬｌ

③
初
五
郎
を
預
か
っ
て
い
た
組
合
の
者
は
謹
慎
処
分
に
、
年
寄

は
き
つ
く
注
意
を
受
け
て
い
る
（
「
町
奉
行
日
記
」
文
化
四
年

四
月
八
日
条
）
。

繍潰20258N｡』2５
百
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【表】文化１１年頭銭徴収状況 が
与
え
ら
れ
た
。
時
期
か
ら
し
て
初
五
郎
の
出
奔

を
契
機
と
し
て
導
入
さ
れ
た
と
み
て
良
い
だ
ろ

う
。
「
盗
賊
方
二
者
用
立
候
も
の
」
で
あ
っ
た
初
五
郎

の
出
奔
を
契
機
と
し
て
、
個
人
の
資
質
で
は
な
く

目
明
の
権
限
そ
の
も
の
を
拡
大
す
る
こ
と
で
治
安

の
強
化
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
か
ら
津

山
城
下
に
宿
泊
す
る
旅
人
は
目
明
に
把
握
さ
れ
、

目
明
は
旅
篭
屋
へ
も
自
由
に
出
入
り
出
来
る
は
ず

で
あ
る
か
ら
、
目
明
の
影
響
力
が
拡
大
す
る
大
き

な
変
化
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
【
表
】
は
文
化
二
年

（
一
八
一
四
）
の
頭
銭
の
徴
収
状
況
で
あ
る
。
毎
月

の
徴
収
に
加
え
、
津
山
城
下
に
多
く
の
人
々
が
集

ま
る
万
人
講
の
際
に
頭
銭
が
徴
収
さ
れ
た
。
そ
の

総
額
は
銭
一
○
○
貫
を
越
え
て
い
る
。
こ
れ
は
金

二
五
両
に
相
当
す
る
も
の
で
、
大
幅
な
目
明
の
待

遇
改
善
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
制
度

は
治
安
維
持
政
策
と
目
明
へ
の
手
当
拡
大
を
一
石

二
鳥
に
実
現
す
る
政
策
で
あ
り
、
城
下
町
支
配
に

と
っ
て
も
大
き
な
転
機
で
あ
っ
た
⑨
。
こ
う
し
た

目
明
を
め
ぐ
る
政
策
転
換
の
背
景
に
は
三
巴
初
五

郎
の
活
躍
、
そ
し
て
出
奔
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑨
こ
の
時
期
の
目
明
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
津
山
藩
の
目
明
と
幕

府
法
令
」
（
『
京
都
府
立
大
学
三
七
公
儀
触
等
の
伝
達
研
究

と
触
研
究
へ
の
情
報
提
供
あ
り
方
研
究
』
）
に
詳
し
い
。

〔出典〕「町奉行日記」文化１１年(愛山文庫Ｅ６‐

145）より作成、拙稿｢津山藩の目明と幕府法
令」（註⑨)より転載。
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①
『
津
山
市
史
第
四
巻
近
世
Ⅱ
‐
松
平
藩
時
代
‐
」
（
津
山
市
、

一
九
九
五
年
）
。

④
「
津
山
城
下
町
町
人
地
家
割
図
」
（
当
館
蔵
）
そ
の
年
代
比
定

に
つ
い
て
は
乾
康
二
「
「
津
山
城
下
町
町
人
地
方
家
割
図
」
に

つ
い
て
」
（
『
博
物
館
だ
よ
り
津
博
叱
四
七
』
津
山
郷
士
博

物
館
、
一
一
○
○
五
年
）
に
詳
し
い
。

③
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
「
難
言
」
。

②
尾
島
治
「
津
山
城
下
町
の
目
明
～
『
津
山
松
平
藩
町
奉
行
日

記
』
か
ら
～
」
（
『
博
物
館
だ
よ
り
津
博
恥
七
○
』
津
山
郷
士

博
物
館
、
二
○
二
年
）
。

鎧は、津山松平藩の槍印で剣大といい、現在津山市の市章となっています。

繍 糟

⑦
金
一
両
が
お
お
よ
そ
銀
六
○
匁
で
あ
る
。
金
一
両
は
蕎
麦
の

価
値
で
算
出
す
れ
ば
現
在
価
値
で
一
二
万
円
ほ
ど
、
長
屋
の

賃
料
で
換
算
す
れ
ば
一
八
万
円
ほ
ど
と
の
試
算
が
あ
る
（
『
江

戸
の
銭
勘
定
』
（
洋
泉
社
、
二
○
一
七
年
）
。

⑥
同
年
三
月
二
一
一
日
に
は
、
目
明
頭
小
文
字
屋
多
兵
衛
も
所
持

し
て
い
た
旅
篭
屋
株
を
貸
し
渡
し
て
お
り
、
目
明
の
職
務
と

旅
篭
屋
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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